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○白岡市既存建築物耐震改修補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 市は、市民が安心して生活できるよう、既存建築物の耐震化の促

進及び震災時の建築物倒壊による被害の軽減を図るため、市内における

既存建築物の耐震改修を実施する当該建築物の所有者等に対し、予算の

範囲内において補助金を交付する。 

２ 前項の補助金の交付に関しては、白岡市補助金等の交付手続等に関す

る規則（平成１０年白岡町規則第１号。以下「規則」という。）に規定

するもののほか、この告示に定めるところによる。  

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。 

⑴ 耐震診断 白岡市既存建築物耐震診断補助金交付要綱（平成２０年

白岡町告示第７９号）第４条に規定する者が実施する同要綱第２条の

耐震診断をいう。 

⑵ 耐震改修 耐震診断により、上部構造評点が１．０未満又は地盤若

しくは基礎が安全でないと診断された建築物について、当該建築物の

上部構造評点が１．０以上又は地盤若しくは基礎が安全となるように

補強を行うことをいう。 

⑶ 利子補給制度 独立行政法人住宅金融支援機構による高齢者向け耐

震改修融資への利子補給制度をいう。 

⑷ 取扱金融機関 利子補給制度を取り扱う金融機関をいう。 

（補助の対象となる建築物） 

第３条 補助の対象となる建築物は、白岡市に存する昭和５６年５月３１

日以前に工事に着手された地階を除く階数が２以下の一戸建て木造住宅

（延べ面積２分の１以上を居住の用に供するものに限る。以下「補助対

象木造住宅」という。）で耐震診断を実施した結果、上部構造評点が１．

０未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと判定された建築物とする。  

（補助の対象となる耐震改修） 

第４条 補助の対象となる耐震改修は、建設業法（昭和２４年法律第１０

０号）第３条に規定する建設業の許可を受けている者が行うものとする。 

（補助金の交付対象者） 
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第５条 補助金の交付を受けることができる者は、次のいずれにも該当す

るものとする。 

⑴ 市税を滞納していないこと。 

⑵ 当該補助対象木造住宅に居住していること。 

⑶ 当該補助対象木造住宅の所有者又はその２親等以内の親族が所有し

ていること。 

（補助金の額） 

第６条 耐震改修に係る補助金の額は、耐震改修に要した費用の２３パー

セントに相当する額（１，０００円未満切捨て）とし、５０万円を限度

とする。 

（補助の制限） 

第７条 補助金の交付は、補助対象木造住宅１棟につき１回限りとする。  

２ 補助金の交付は、予算の範囲内で行うものとする。  

（補助金の交付申請の様式等） 

第８条 規則第６条第１項の申請書（以下「交付申請書」という。）の様

式は、様式第１号の白岡市既存建築物耐震改修補助金交付申請書のとお

りとする。 

２ 規則第６条第２項第１号及び第２号に掲げる事項に係る書類の添付は

要しないものとし、同項第３号に規定する市長の定める事項は、次のと

おりとする。 

⑴ 当該補助対象木造住宅の建築確認通知書の写し又は建築時期が確認

できる書類 

⑵ 当該補助対象木造住宅に申請者が居住していることが確認できる書

類 

⑶ 当該補助対象木造住宅の所有者が確認できる書類  

⑷ 耐震診断結果書の写し 

⑸ 耐震改修の補強方法を示す設計図 

⑹ 耐震改修後の耐震診断書 

⑺ 耐震改修の見積書の写し 

⑻ 申請者以外の所有者全員が耐震改修を実施することに同意する旨の

記載のある書面 

⑼ その他市長が必要と認める書類 
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３ 交付申請書の提出期限は、当該耐震改修の契約前までとする。  

（補助金の交付決定通知の様式） 

第９条 規則第９条第１項の交付決定通知書の様式は、様式第２号の白岡

市既存建築物耐震改修補助金交付決定通知書のとおりとする。  

（変更又は中止等の様式等） 

第１０条 規則第１１条第１項の変更等の様式は、様式第３号の白岡市既

存建築物耐震改修補助金交付変更（中止・廃止）承認申請書のとおりと

する。 

（変更又は中止等の承認通知の様式） 

第１１条 市長は、前条の申請書の提出があったときには、様式第４号の

白岡市既存建築物耐震改修補助金交付変更（中止・廃止）承認決定通知

書により、当該補助事業者等に通知するものとする。  

（実績報告書の様式等） 

第１２条 規則第１５条の報告書（以下「実績報告書」という。）の様式

は、様式第５号の白岡市既存建築物耐震改修補助金実績報告書のとおり

とし、規則第１５条各号の記載は要しないものとする。  

２ 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。  

⑴ 耐震改修施工箇所の写真 

⑵ 耐震改修を行った建設業者の建設業許可書の写し  

⑶ 耐震改修に係る工事請負契約書等の写し 

⑷ 耐震改修に要した費用内訳書の写し 

⑸ 耐震改修に要した費用に係る領収書の写し 

⑹ その他市長が必要と認める書類 

３ 実績報告書の提出期限は、当該会計年度の３月１０日までとする。た

だし、同日までに耐震改修が完了しないことについて合理的な理由があ

ると市長が認める場合は、この限りでない。 

（補助金の額の確定の様式） 

第１３条 規則第１６条の規定による補助金額の確定通知書は、様式第６

号の白岡市既存建築物耐震改修補助金交付額確定通知書のとおりとする。 

（補助金の請求） 

第１４条 補助事業者等は、前条の通知を受けたときは、様式第７号の白

岡市既存建築物耐震改修補助金請求書により、補助金の交付を市長に請
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求するものとする。 

（補助金の返還の様式） 

第１５条 規則第２０条第１項の規定による補助金の返還請求書の様式は、

様式第８号の白岡市既存建築物耐震改修補助金返還請求書のとおりとす

る。 

（書類の整備） 

第１６条 補助事業者等は、補助金の対象となった耐震改修工事に係る収

入及び支出を明らかにした帳簿等の書類を整備し、５年間保存しなけれ

ばならない。 

（利子補給制度の利用対象証明書発行申請）  

第１７条 利子補給制度を利用しようとする者は、様式第９号の【リ・バ

ース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書発行申請書を市長に提

出しなければならない。 

（利子補給制度の利用対象証明） 

第１８条 市長は、前条に規定する申請があったときは、当該申請内容の

審査を行い、利子補給制度の対象であると認めたときは、様式第１０号

の【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象証明書（申請者用）

及び様式第１１号の【リ・バース６０】耐震改修利子補給制度利用対象

証明書（金融機関提出用）により当該申請者に証明するものとする。 

（利子補給制度の利用対象証明取消し） 

第１９条 市長は、前条の証明を行った後に、規則第１１条第２項の規定

により補助金の交付決定を変更し、又は同項若しくは規則第１９条第１

項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、当該証明を取り

消し、その旨を様式第１２号の耐震改修利子補給制度利用対象証明取消

通知書により前条の証明を受けた者に通知するものとする。  

２ 前項の通知を受けた者は、その旨を取扱金融機関に連絡しなければな

らない。 

（利子補給制度を利用する場合の補助金の額）  

第２０条 第１８条の証明を受けて、利子補給制度を利用する場合の補助

金の額は、第６条の規定にかかわらず補助金の額は、同条の規定により

算定した補助金の額の２分の１の額とする。 

（その他） 
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第２１条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項

は、市長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２１年４月１日から施行する。  

附 則（平成２３年３月３０日告示第９２号） 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。  

附 則（平成２３年８月１日告示第２０９号） 

この告示は、平成２３年９月１日から施行する。  

附 則（平成２７年３月２６日告示第１１１号） 

この告示は、平成２７年４月１日から施行する。  

附 則（平成２７年７月２９日告示第２４８号） 

この告示は、平成２７年８月１日から施行する。  

附 則（平成３０年３月２０日告示第７３号） 

この告示は、平成３０年４月１日から施行する。  

附 則（令和３年１２月２７日告示第２２９号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際、この告示による改正前の白岡市既存建築物耐震

改修補助金交付要綱の様式の規定により作成された用紙で、現に残存す

るものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。  

附 則（令和８年３月３１日告示第７６号） 

この告示は、令和８年４月１日から施行する。 


